
北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議声明

 平成２９年９月１５日、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は国際社会

からの非難の声を無視し、またも国際法に違反した弾道ミサイルの発射を

強行した。

 今回発射した弾道ミサイルが再び日本国の領空を通過したことは、我が

国のみならず国際社会の安全と平和を脅かす危険な行為であると共に、国

連安全保障理事会決議に違反するものであり、きわめて遺憾である。

 非核平和宣言を行い核兵器の廃絶と世界の恒久平和を希求している大

口町は、これまでも北朝鮮のこのような行為に対し再三抗議してきたが、

今回の行為も断じて容認できるものではなく、厳重に抗議する。
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